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（訂正）「第 31 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が、2025 年６月４日に公表いたしました「第 31 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」

の一部に訂正すべき事項がありました。ここにお詫び申し上げるとともに、下記のとおりお知らせいた

します。 

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第 31 回定時株主総

会招集ご通知及び株主総会資料」につきましては、下記の内容を反映したものを掲載しておりますが、

すでに株主様へ郵送する印刷の手続きが完了しているため、お手元に届く書面は訂正前の内容となりま

す。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「第 31 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の公表後、記載内容の一部に訂正すべき事項が

ありましたので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正箇所 

「第 31 回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」５頁 

インターネットによる議決権行使方法のご案内 

下部［ご注意事項］ 

 

３．訂正内容（訂正箇所には下線を付しております） 

【訂正前】 

●複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取り扱

いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合

は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。 

 

 【訂正後】 

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権

行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を

行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。 

 

以上 


